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第2章
信書便事業に関する総務省の取組

信書便事業は平成15年から新たに参入が可能となった

まだまだ新しい事業であることから、

総務省において、全国各地で信書便事業に関する周知・広報に取り組んでいます。

また、個人情報の保護に関する国民の意識が高まるなか、

信書便事業分野においても適切に個人情報保護が図られるよう、

総務省としても必要な施策を講じているところです。

この章では、こうした信書便事業に関する総務省の取組についてご紹介します。



第2章　信書便事業に関する総務省の取組

総務省は、「信書」の定義や信書便事業などに

ついて周知を図るとともに、信書便事業への参入

を検討する上での参考としていただくため、自治

体や貨物運送事業者を主な対象として、全国で説

明会を開催してきました。

これまでの累計で、全国95ヵ所・ほぼすべての

都道府県で開催し、1,422の事業者と1,119の利用者

（いずれも延べ数）にご参加いただきました。そ

の様子がテレビや新聞で取り上げられることもあ

り、参加者のみならず、メディアを通じた形でも、

信書便事業への理解を深めていただいています。

また、参入事業者のうち約３割が、説明会をき

っかけとして信書便事業の許可を取得しており、

新たなサービスの提供の後押しになっています。

総務省としては、今後も説明会を開催して、

「信書」の定義や信書便事業などについての周知

を進めてまいります。

第1節 信書便事業説明会の実施

本 編　24

■ 図表8 信書便事業説明会の実施状況　（左軸：参加事業者／利用者数、右軸：実施箇所数）（延べ数）
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他人の信書の送達は、郵便又は信書便でしか行

えないことが法律で定められています。そのため、

郵便を取り扱う郵便事業株式会社以外の者が他人

の信書の送達の事業を行うには、信書便事業の許

可を取得する必要があります。

こうしたルールが法律で定められている理由

は、信書の送達が、宅配便やメール便のような

「物の運送」ではなく「通信」手段の一つであっ

て、大きく以下の２つの点に留意する必要がある

ためです。

総務省では、こうした法律の趣旨について、信

書便事業説明会（Ｐ24参照）などで周知するほか、

これに違反すると認められる事案に対して、差出

人と送達事業者の双方に対し、再度繰り返すこと

のないよう、説明・指導をしています。（16～19

年度の４年間では計30件を指導。）

総務省としては、今後とも、こうした法律の趣旨

について周知を進めるとともに、法律に違反すると

認められる事案に対して指導をしてまいります。

第2節
他人の信書の送達に関する
適法性の確保

①「誰でも・いつでも・手軽で・安価に・全国へ」の通信手段を守る

現在の郵便の事業は、採算地域においてサービスを提供して得られる収益で、不採算地域においてサービスを

提供して生じる赤字を埋め合わせて、全体として全国均一料金でのサービス提供を維持する構造です。

信書の送達の事業について、仮に自由な営業を認めた場合、採算地域だけでサービスを提供する「いいとこ取

り」が発生し、現在の郵便事業を支える構造が崩れて全国サービスの維持が困難となります。

そこで、そうした「いいとこ取り」にはならないということを確認できた事業者に対してのみ、他人の信書の

送達を認めることとしています。

②「誰から・誰あてに・いつ・何通・どんな信書を」の秘密を守る

憲法は、基本的人権の一つとして通信の秘密を保障しています。信書は通信のための文書ですので、差し出さ

れた信書に関する情報が他人に漏れたりするようなことなどがあってはなりません。

そこで、そうした秘密（信書の秘密）を守ることができるということを確認できた事業者に対してのみ他人の

信書の送達を認めることとしています。
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近年、経済・社会の情報化がますます進展し、

私たちの生活は大変便利なものになっています

が、その反面、本人の知らないうちに個人情報が

他の目的のために利用されたり、第三者に提供さ

れるなどの取扱いがなされた場合、本人に取り返

しのつかない被害を及ぼすおそれがあるため、プ

ライバシーに関する国民の不安も高まっています。

こうした状況を踏まえ、個人情報の有用性に配

慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

として、「個人情報の保護に関する法律」（個人情

報保護法）や「個人情報の保護に関する基本方針」

（閣議決定）において、様々な事業分野に共通す

る必要最小限のルールが定められています。

信書便事業は、信書の秘密の保護という憲法上

の規定に基づく措置が要請される分野であり、特

に個人情報の適正な取扱いを確保することが求め

られることを踏まえ、総務省では、事業者が講ず

る措置の指針として、「信書便事業分野における

個人情報保護に関するガイドライン」を定め、事

業者に対して主に以下のような個人情報の取扱い

を求めています。

なお、「信書の秘密の保護」と「個人情報の保

護」との関係は図表10のようになっており、例え

ば個々の信書に記載された差出人や受取人の氏

名、住所など、「個人情報」でかつ「信書の秘密」

にも該当する情報については、個人情報保護法と

信書便法の両方の規律により保護されることにな

ります。

第3節 個人情報保護の推進

・利用目的をできる限り特定し、その達成に必要な範囲で取り扱うこと、不正に取得せず、取得した場合は利用

目的を本人に通知することなど

・漏えい等の防止のための措置を講ずること、従業者や委託先を適切に監督すること、本人の同意なしに第三者

に提供しないことなど

・保有する情報について、本人からの開示の請求に応じることなど

・漏えい等が発生したら、事実関係を本人に通知することなど

■ 図表10 「信書の秘密の保護」と「個人情報の保護」との関係
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